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普通徴収への切替理由
（下記６項目以外の理由は不可）

人数該当
記号

普通徴収申請者　合計人数

※給与支払報告書に退職日及び摘要欄に該当記号の記入がない場合は、特別
徴収となります。

　個人住民税（村・県民税）を給与から特別徴収できない方（下記事項のい
ずれかに該当する方）については、給与支払報告書摘要欄に該当記号（a～f）
をご記入ください。
　下記事項に該当しない方は、法の規定により特別徴収となります。
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○令和8年度（令和7年分）の給与支払報告書（総括
表・個人別明細書）の提出期限は、

令和８年２月２日（月曜日）です。
給与支払報告書（総括表）は給与支払報告書
（個人別明細書）と一緒に提出してください。
提出期限をすぎた場合、以下のリスクがあります。
・特別徴収開始（6月）が遅れる
・国民健康保険税等自己負担割合の算定に影響がある　など

○電子（eLTAX）で提出する場合は、
紙の総括表の提出は不要です。

○提出する給与支払報告書は1部のみ
○昨年度の住民税特別徴収義務者へ送付しています。
令和8年度（令和7年分）報告対象者がいない場合、
提出する必要はありません。

※「令和7年分」とは令和7年1月1日から12月31日ま
での期間

※年末調整に関する情報は、国税庁HPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/
nencho/index.htm?_fsi=UnomSG6X

読谷村長  殿
追加
訂正

2月2日までに提出してください。

令和　　年　　月　　日提出

⑩
　
報
　
告
　
人
　
員

③特別徴収義務者所在地　〒

④フリガナ

給与支払者の氏名又は名称

⑤代表者の職名、氏名

⑥連絡者の係、氏名、電話番号

⑦会計事務所等の名称、電話番号
TEL

TEL
※備考

⑨受給者
　総人員

特別徴収

（給与天引）

普通徴収

（退職者）

普通徴収

退職者
を除く

合計

②指定番号

⑧納入書送付の要否

要 ・ 否

①法人番号

人

人

人

人

人
⑪所轄税務署

税務署

（読谷村提出用） （読谷村提出用）

普通徴収切替理由書令和8年度（令和7年分）給与支払報告書（総括表）【提出用】
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常時２人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみ
の事業所

給与の支給期間が１月を超える者
（給与の支払が不定期な場合を含む）

退職者又は休職者
（５月31日までに予定している者を含む）

給与額が少なく税額が引けない者

他の事業所で特別徴収される者（乙欄適用者）

事業専従者（青色申告者の専従者は除く）

読谷村長  宛 令和　　　年　　　月　　　日　提出

特別徴収義務者指定番号

特別徴収義務者名



※  給与支払報告書　記入の際の注意点  ※
①　住所欄…令和8年1月1日現在の住所又は居所を記入してください。1月1日の住民登録と異な
る場合は、現住所の下に（　）書きで住民登録の住所の記入もお願いします。

②　控除対象配偶者の有無…配偶者の令和7年中の合計所得が58万円以下の場合該当します。
　　配偶者が70歳以上（昭和31年1月1日以前生まれ）の方は、老人欄にも○を記入してください。
③　配偶者特別控除…配偶者の令和７年中の合計所得が58万円を超え133万円以下の場合該当

します。その場合は、配偶者の合計所得金額を⑪欄に記入してください。
④　特定扶養親族…平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれの扶養親族の数。
１．上記の内、合計所得が58万円以内の場合は「特定」へ、58万円超え123万円以下の場合は
「特親」へ人数を記入してください。

２．「特親」に該当する場合は、特定扶養親族の合計所得金額を④－２に記入してください。
⑤　老人扶養親族…昭和31年1月1日以前生まれの扶養親族の数。その扶養親族が同居の場合、
その人数を「内」にも記入してください。

⑥　その他扶養親族…配偶者・特定扶養及び老人扶養親族以外の控除対象扶養親族（平成22年1
月1日以前生まれ）の数。

⑦　16歳未満扶養親族…16歳未満（平成22年1月2日以降に生まれた者）の扶養親族の数を記入し
てください。

⑧　障害者の数…②～⑦の扶養親族で障害の方がおりましたら、この欄にも数を記入してくだ
さい。「内」欄には特別障害者のうち、同居の方の人数を記入してください。

⑨　生命保険料の控除額…必ず⑫～⑯該当するものすべての生命保険料支払額を記入してくだ
さい。

⑩　地震保険料の控除額…平成18年末までに契約した長期損害保険料の支払金額がある場合は、
⑰欄に旧長期損害保険料の金額を記入してください。

⑪　配偶者の合計所得…給与の場合は給与所得控除を引いた給与所得、公的年金なら公的年金
控除を引いた年金所得、雑収入なら必要経費を引いた雑所得、これら全ての所得を合計し
たもの。※収入ではありません。

⑱　摘要欄の記入事項
１．中途就職者で、前職分も含めて年末調整された場合は、前職場名・給与支給額・社会保険
料・源泉徴収税額も記入してください。

２．控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合は、5人目以降の氏名を記載
してください。その際は氏名の前に括弧書きの数字を付けて⑲欄の5人目以降の個人番号
（マイナンバー）との対応関係が分かるようにしてください。（※扶養親族のうち、16歳
未満の扶養親族の氏名は「○○（年少）」と記入してください。）また、別居している扶
養親族については、その方の住所・生年月日も記入してください。

⑲　⑱欄に記載した５人目以降の扶養親族の個人番号を記入してください。個人番号の前に括
弧書きの数字を付けて⑱欄に記入した氏名との対応関係が分かるようにしてください。

⑳  本人欄…未成年者・乙欄適用・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・死亡退職等該当する場合、
項目に○を記入してください。

㉑　中途就・退職…年内に就職と退職の両方がある場合は最新の年月日を記入してください。
㉒　源泉徴収税額…年末調整した後の所得税と復興特別所得税の合計額を記入してください。住宅借

入金等特別控除の適用を受ける場合は、控除後の所得税と復興特別所得税の合計額となります。
㉓　住宅借入金等特別控除が算出税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合は、
住宅借入金等特別控除可能額を記入してください。
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Ｃ

⑥

⑨ ⑩

④

②

⑳

⑱

㉑

⑧⑦

㉒

⑤

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑰

●③
380 000

前職場：有限会社  南　　支払金額 900,100円　社会保険料 89,180円　源泉徴収税額 8,910円

（５）読谷花子（年少）

（長男）一郎　東京都新宿区西新宿○○　　（平成14年9月5日生）

7

ヨミタン　ヒロミ

ヨミタン　イチロウ

読谷　ひろみ

読谷　一郎

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

⑸××××××
　××××××

1 1

733 514 120 000 14 800 89 800

①　読谷村●●123番地

（浦添市字安波茶１番地）

沖縄県読谷村●●456番地

株式会社　よみたん

6 223 000 4 436 000 2 638 314 0

1 1 1 1 1－1 1 1 1

ヨミタン　タロウ
読谷　太郎

係 長

385,000
⑪

④－2

㉓

⑲

××××××××××××

基礎控除の額 所得金額
調整控除額

表
読
谷
村
総
括
表

yomitan
長方形

yomitan
テキストボックス
特定親族特別控除額を④-2に記入してください。




